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第１章 概要 

（１）目的 

公共施設マネジメントを推進するためには、今まで行ってきた所管課が管理し 

ている施設だけを対象にした維持修繕計画等に基づく維持管理・運営では不十分で

あり、村が所有する全施設を対象に公共施設の質と量の最適化や長寿命化を推し進

めることが大切です。所管課を越えた公共施設マネジメントの実現と、全庁的な取

り組みに基づく個別施設のマネジメントを促すことを目的に、平田村公共施設個別

施設計画（上下水道施設編）（以下、「本計画」という。）を策定します。 

本計画は、建物系公共施設の簡易劣化調査、所管課への施設の利用状況等のヒア

リング結果、ライフサイクルコストの算出結果等を基に、質と量の最適化を目指す

公共施設マネジメントを推進するため、具体的に適正化する施設、長寿命化する施

設を抽出し、今後の方向性を示すものです。 

 

（２）対象施設 

   本計画は、「平田村公共施設等総合管理計画」に定める「上下水道施設」の施

設類型の全ての施設を対象とします。 

 

（３）計画の期間 

  本計画では、多くの公共施設の余寿命が20～30 年であることを踏まえ、中長期

的な視点が不可欠なため、公共施設等総合管理計画の計画期間と同様に計画の期間

を令和元年度（2019 年度）から令和２８年度（2046 年度）までの２８年間としま

す。 

  平田村公共施設等総合管理計画が３０年周期で更新することに対して、下位計画

として、本計画は、10年に１度の周期で更新します。 

 

（４）計画の進行管理 

  今後は、本計画に基づき、ＰＤＣＡサイクルにより進捗状況を管理し、施設の  

見直しや計画的な改修等に努めていきます。 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見込み 

（２）保有資産の状況 

① 施設一覧 

№ 施設名称 行政区 
所有 

区分 

建築 

年度 

経過 

年数 

建物 

構造 

延床面積 

(㎡) 

耐 

震 
備考 

1 簡易水道施設 下蓬田 村有 1993 24 ＲＣ造 9 －   

2 
簡易水道施設 

乙空釜浄水場 
乙空釜 村有 1976 41 Ｓ造/ＣＢ造 643.23 ☓   

3  

簡易水道施設 

橋場加圧ポンプ場 
北方 村有 1995 22 ＲＣ造 28.6 －   

4 
簡易水道施設 

新田前加圧ポンプ場 

蓬田 

新田 
村有 1994 23 ＲＣ造 47.3 －   

5 

上蓬田地区農業集落排水

処理施設 

上蓬田浄化センター 

上蓬田 村有 1998 19 ＲＣ造 610 －   

6 

北方地区農業集落排水処

理施設 

北方浄化センター 

下北方 村有 2001 16 ＲＣ造 309.64 －   

7 

永田地区農業集落排水処

理施設 

小松原浄化センター 

永田 村有 2007 10 ＲＣ造 216.48 －   

8 上水道管 村内 村有      

延長 

89,276

m 

9 上蓬田地区下水管 上蓬田 村有      

延長 

18,458

m 

1

0 
北方地区下水管 北方 村有      

延長 

9,536m 

1

1 
永田地区下水管 永田 村有      

延長 

4,484m 

1

2 

簡易水道施設 

乙空釜配水池 
乙空釜 村有 1974 43     

1

3 

簡易水道施設 

小舘配水池 
駒形 村有 1994 23     

※上水道管延長 89,276ｍを 89,397ｍに更新（令和 7 年度） 



3 

 

【凡例】 

建築年月 複数の棟がある場合は、主体となる建物の建築年月を表示 

経過年数 平成 30年 3月末現在経過年数 

構造 

RC：鉄筋コンクリート造    SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造 

S・SL：鉄骨造          W：木造 

CB:コンクリートブロック    PC：プレキャストコンクリート造 

耐震 

○：施設の耐久化対策の全ての棟が対応済み 

△：施設の耐震化対策のうち一部が対応済み 

×：未対応 

－：耐震化対象となる棟がない施設（昭和 56年 6月以降に設計された建物） 
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 ②施設配置図 
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62.0%

28.6%

9.4%

築年数別施設保有状況（上下水道施設）

0～19年

20～29年

30年以上

（２）老朽化の状況 

約６割の施設は経過年数が２０年未満のものであるが、２０年以上３０年未満が

約３割あるため、今後老朽化が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

（注１） 棟単位で算出し、施設単位ではありません。 

（注２） 2018 年３月末時点 

 

 

 

  

（ 経過年数 ） 
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（３）利用状況・利用見込み 

現在施設の利用者は集計を行なっていない。 

 

№ 施設名称 
利用 

圏域 

利用状況 

（施設利用者数） 
利用見 

込増減 
備考 

H26 H29 増減率 

1 簡易水道施設 全域 － － － － 集計無し 

2 簡易水道施設 

乙空釜浄水場 
全域 － － － － 集計無し 

3 簡易水道施設 

橋場加圧ポンプ場 
全域 － － － － 集計無し 

4 簡易水道施設 

新田前加圧ポンプ場 
全域 － － － － 集計無し 

5 上蓬田地区農業集落排水処

理施設  

上蓬田浄化センター 

全域 － － － － 集計無し 

6 北方地区農業集落排水処理

施設  

北方浄化センター 

全域 － － － － 集計無し 

7 永田地区農業集落排水処理

施設  

小松原浄化センター 

全域 － － － － 集計無し 
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0 40000 80000 120000 160000

永田地区農業集落排水処理施設

小松原浄化センター

北方地区農業集落排水処理施設

北方浄化センター

上蓬田地区農業集落排水処理施設

上蓬田浄化センター

簡易水道施設 新田前加圧ポンプ場

簡易水道施設 橋場加圧ポンプ場

簡易水道施設 乙空釜浄水場

簡易水道施設

１㎡あたりトータルコスト（平成２９年度）

光熱水費 修繕費 人件費 減価償却費

（４）トータルコスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）トータルコストは、建物等の管理・運営に要する経費で、人件費、光熱水費、修繕費（維持

補修以外の建築工事費を含まない）、減価償却費、その他の経費の合計額。 

なお、人件費は、平成２９年度決算における職種ごとの１人あたりの平均額を使用 

（正職員：  5,416千円/人、嘱託職員：2,433千円/人、臨時職員：2029千円/人） 

 

  

31,494円 

156,591円 

38,967円 

111,335円 

28,413円 

23,452円 

31,991円 
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千万円
公共施設等更新費用の推計（施設分類別）

下水道 上水道

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

過去実績（上下水道施設）

投資的経費 維持補修費

（５）更新費用の推計 

   公共施設等総合管理策定時点の上下水道施設を現状のまま維持し続ける場合に

必要な更新費用は、28年間の合計で約 76.95億円となる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）過去実績（投資的経費・維持補修費）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

（注１）災害復旧費を含まない。 

（注２）投資的経費は、各施設に関連する予算科目の細々目事業の工事請負費（単独事業費・

補助事業費）、維持補修費は工事請負費（維持補修）・修繕費を集計 

 

28年間合計約 76.95億円（１年間平均額 2.75億円） 

（千円） 

13,284千円 

165千円 
1,400千円 

4,461千円 
0千円 

2,506千円 
0千円 4,704千円 

7,152千円 

61,467千円 



9 

 

第３章 施設類型別マネジメント方針 

（１）施設の役割 

上水道施設は村民に安心安全な水道水を提供する施設で、下水道施設は河川・池

沼等の水質汚濁を防ぐため、生活もしくは事業に起因して排出される廃水を排除、

処理し、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図る施設であり、重要なイ

ンフラ施設である。 

 

（２）現状と課題 

① 上水道施設については昭和５２年度から給水を開始し、４０年経過しているた

め配水管等の老朽化が進んでいる。施設等について、特に乙空釜浄水場（１系施

設）については、完成後４０年以上経過し一般的な土木構造物（浄水場施設）の

法定年数は６０年であることから、浄水場施設の老朽化が目立つ、機械、電気設

備は浄水場施設よりも法定年数が短く、法定耐用年数を超過し、修繕を繰り返し

ながら延命処置している設備があるため、機械設備等も含めた施設の更新が必要

である。他の施設についても、更新や施設の耐震化、コストの縮減等検討が必要

です。 

② 下水道施設については整備から２０年を経過しており、今後施設等の老朽化が

進行し、耐用年数を迎える施設等が増加すると見込まれます。 

  また、人口減少も見込まれることから、施設の普及・切り替え、コストの縮減

等検討が必要です。 

 

（３）今後の施設あり方 

 上水道施設の乙空釜浄水場（１系施設）については、乙空釜浄水場（1系施設）

基本計画を基に令和１５年度供用開始を目標に更新を進める。また、老朽化した配

水管や他施設等については、更新を人口減少等も考慮し、適正な規模・時期に行な

っていきます。また、施設の耐震化やコストの縮減等に努めていきます。 

 上下水道施設は村民生活に直結する重要なインフラであるため、定期的な点検・

診断等を実施し、安定したサービスの供給が出来るように努めていきます。 

  

① 公共施設等の総資産の適正化 

   公共施設のあり方や必要性を村民のニーズや政策適合性、費用対効果などから

総合的な評価を行い、適正な公共施設の保有量を実現します。 

公共施設の廃止、複合化、集約化、用途変更するなど総資産の維持・縮減に取 

り組み、廃止に伴う施設の跡地については、売却も含め検討します。老朽化し破損

等で利用できなくなった施設は、周囲の環境、治安に影響を与えないように取壊し

も含め検討します。 

   インフラ資産については、村民の生活に直接係わる資産であり、今までのサー
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ビス水準を下回ることなく維持・管理を進めていきます。 

 

② 公共施設等の長寿命化 

公共施設の耐震化をすすめ、長期的な点検・修繕等の保全計画を策定し、施設

性能の維持・向上に努めることで、健全な状態を維持しながら長寿命化を図りま

す。 

ライフサイクルコストを縮減し、更新時期の集中化を避けることによって、歳 

出予算の平準化を図ります。 

 インフラ資産の道路、橋梁、上水道、下水道、公園等については、施設ごとの特

性や重要性を考慮しながら、長期的に保全計画を策定することで、ライフサイクル

コストを縮減します。 

 

③ 公共施設の有効活用 

公共施設の集約化・廃止等により未利用となった施設や利用見込みのない土地

などの資産は、売却や民間等への貸付等を検討し、歳入の確保を図るとともに、     

地域特性に配慮した機能分担なども検討していきます。 

 

（４）個別施設方針・検討開始年度 

ここで示す方針は、施設の最適化の検討にあたり、施設の建物・サービスの現 

状分析を踏まえ、個々の施設の長期的な検討の方向性を示します。 

   具体的に実施方法については、検討開始年度が到来した際に、あらためて詳細

な現況分析を行うとともに、住民や利用者との意見交換を踏まえ、検討していき

ます。 
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当該施設又は近隣施設の改修・建替時期や指定期間終了などの時期に合わせ設定

現況分析

施設の「建物」と「サービス」の視点から、採用し、現状把握を行います。

【建物】

比較的良い状態  →Ⅰ
老朽化が進行している状態  →Ⅱ

【サービス】

利用状況が良い　→Ⅰ
利用状況に課題がある　→Ⅱ

・類似施設間での利用状況比較
・過去の利用状況傾向
（施設稼働率、利用者数など）
将来利用見込
（利用圏域や地域別人口推計など）

前段階として、サービスの種類について一律に仕分けします。

他施設に類似用途の部屋あり
または独立施設の必要なし

Ａ　民間活用 Ｂ　多機能化
Ｃ　集約化
　・複合化

Ｄ　継続

・主体建物の老朽化状況
（築年数、改修の有無）
・耐震性能の有無

検討開始時期の設定

個別計画策定時

施設仕分（評価）

村以外でもサービス提供が可能

専用の建物または部屋が必要
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※１ 業務委託、包括委託、指定管理者制度、民営化など 

※２ ※１のほか、デザインビルド（民間事業者に設計、建設を一括して発注する方式）ＰＦＩを含む 
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【個別施設方針】 

№ 施設名称 
利用 

圏域 

施設 

所管課 

現状分析 

評価 検討の方向性 

検討 

開始 

年度 

建
物 

サ
ー
ビ
ス 

1 簡易水道施設 
該当

地域 
産業建設課 Ⅰ Ⅰ D：継続 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

2 
簡易水道施設 

乙空釜浄水場 

該当

地域 
産業建設課 Ⅱ Ⅰ D：継続 

施設の改修及び更新について検討 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

3 
簡易水道施設 

橋場加圧ポンプ場 

該当

地域 
産業建設課 Ⅰ Ⅰ D：継続 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

4 
簡易水道施設 

新田前加圧ポンプ場 

該当

地域 
産業建設課 Ⅰ Ⅰ D：継続 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

5 

上蓬田地区農業集落

排水処理施設  

上蓬田浄化センター 

該当

地域 
産業建設課 Ⅰ Ⅰ D：継続 

維持管理コストの縮減などを検討 

2019 

6 

北方地区農業集落排

水処理施設  

北方浄化センター 

該当

地域 
産業建設課 Ⅰ Ⅰ D：継続 

維持管理コストの縮減などを検討 

2019 

7 

永田地区農業集落排

水処理施設  

小松原浄化センター 

該当

地域 
産業建設課 Ⅰ Ⅰ D：継続 

維持管理コストの縮減などを検討 

2019 

8 上水道管 
該当

地域 
産業建設課 Ⅱ Ⅰ D：継続 

施設の更新について検討 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

9 上蓬田地区下水管 
該当

地域 
産業建設課 Ⅱ Ⅰ D：継続 

施設の更新について検討 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

10 北方地区下水管 
該当

地域 
産業建設課 Ⅱ Ⅰ D：継続 

施設の更新について検討 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

11 永田地区下水管 
該当

地域 
産業建設課 Ⅱ Ⅰ D：継続 

施設の更新について検討 

維持管理コストの縮減などを検討 
2019 

 


